
登録（５）第７２号

令和６年３月発行

〒164-0001      中野区中野4-8-1
（令和6年5月7日から）中野区中野4-11-19
03（3387）5104

〒190-0023 立川市柴崎町2-15-19
042（540）9530・9531

〒183-0006 府中市緑町1-27-1
042（330）1856

〒198-0042 青梅市東青梅3-20-1
0428（22）7219

国道の道路占用は、23区内の国道につきましては、東京国道事務所・管理第一課（03-3512-9096）、
市町村部の国道につきましては、相武国道事務所・管理第一課（042-643-2007）、
国道298号につきましては、首都国道事務所・管理課・占用係（047-362-4151）へお問い合わせください。
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（令和6年4月～） （令和6年4月～）

（１）高さ（路面から看板の下端までの高さ）
① 歩道上においては、路面から２.５ｍ以上の高さが必要です。
② 歩道のない道路においては、車との衝突を防止するため、
　 路面から４.５ｍ以上の高さが必要です。

（２）出幅
① 袖看板は、道路境界から1.0m以内でなくてはなりません。
② 壁面看板は、道路境界から0.3m以内でなくてはなりません。


